
53 清末以降の刑事政策に関する初歩的考察

清
末
以
降
の
刑
事
政
策
に
関
す
る
初
歩
的
考
察

徳

岡

仁

一

は
じ
め
に

今
年
は
、
「
欽
定
大
清
刑
律（「
大
清
新
刑
律
」
と
も
称
す
る
こ
と
か
ら
以
下
で
は
「
新
刑
律
」
と
す
る
）」が
公
布
さ
れ
て
百
年
。
「
唐

律
」
か
ら
「
大
清
律
例
」
に
至
る
一
千
年
に
及
ぶ
安
定
し
た
「
律
令
」
体
制
に
最
後
の
王
朝
が
投
じ
た
新
し
い
「
刑
法
」
と
し
て
の
「
新

刑
律
」
の
一
石
は
、
「
中
国
刑
法
近
代
化
の
端
緒
」
と
位
置
付
け
ら
れ（
１
）る。

そ
も
そ
も「
新
刑
律
」の
新
た
な
編
纂
は
、
義
和
団
事
件
に
起
因
し
て
西
安
へ
蒙
塵
し
て
い
た
西
太
后
が
光
緒
二
六
年（
一
九
〇
一
年
）

十
二
月
に
下
し
た
上
諭
に
応
え
た
、
両
江
総
督
劉
坤
一
や
湖
広
総
督
張
之
洞
ら
の
「
自
強
之
根
本
」
は
「
採
用
西
法
」
で
あ
る
と
す
る
、

一

は
じ
め
に

二

清
末
以
降
の
「
刑
法
」
改
革
と
そ
の
展
開

三

警
察
制
度
の
改
革
と
変
遷

四

ま
と
め
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一
連
の
上
奏
に
始
ま（
２
）る。

彼
ら
「
洋
務
」
あ
る
い
は
「
変
法
」
に
理
解
を
示
す
地
方
大
官
は
、
西
欧
諸
国
の
よ
う
な
「
立
国
之
道
」
を
「
一
曰
治
、
二
曰
冨
、
三

曰
強
」
で
「
国
既
治
、
則
貧
弱
者
可
以
求
富
強
。
国
不
治
、
則
富
強
者
亦
必
転
為
貧
弱
。
整
頓
中
法
者
、
所
以
為
治
之
具
也
、
採
用
西
法

者
、
所
以
為
富
強
之
謀
也
」
と
し
て
、
西
欧
の
法
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
中
国
も
富
国
強
兵
を
実
現
で
き
る
と
し
た
。
そ
し
て
改
定
の
責

任
者
と
し
て
沈
家
本
を
指
名
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
新
刑
律
」
編
纂
の
責
任
者
と
な
っ
た
沈
家
本
は
、
「
首
先
収
回
治
外
法
権
」
が
「
実
変
法
自
強
之
枢
紐
」
で
あ
る
と
い（
３
）う。
し
か
し

な
が
ら
、
光
緒
三
二
年
春
に
脱
稿
さ
れ
た
『
大
清
刑
律
草
案
（
予
備
案
）』は
、
編
纂
に
あ
た
っ
た
中
国
人
専
門
家
の
西
欧
法
学
に
対
す
る

学
識
や
新
刑
法
編
纂
に
つ
い
て
の
経
験
不
足
も
あ
っ
て
、
「
新
し
い
刑
法
」
と
し
て
は
直
ち
に
却
下
さ
れ（
４
）た。
そ
こ
で
、
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
年
）
四
月
二
四
日
に
す
で
に
旧
刑
法
を
改
正
し
て
新
た
な
刑
法
を
公
布
施
行
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
東
京
帝
国
大
学
法
科
大

学
教
授
岡
田
朝
太
郎
（
一
八
六
八
―
一
九
三
六
）
を
同
年
九
月
（
旧
暦
）
に
招
聘
し
、
新
し
い
刑
法
の
編
纂
に
協
力
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
編
纂
作
業
の
進
捗
状
況
は
た
ち
ま
ち
好
転
し
、
光
緒
三
十
三
年
八
月
二
十
六
日
に
『
大
清
刑
律
草
案
』「
総
則
」
が
完
成
し
た

の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
近
代
あ
る
い
は
現
代
と
い
う
西
欧
文
明
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
中
国
の
治
安
政
策
を
各
時
期
・
各
政
権
の
刑
法
お
よ
び
警
察

組
織
に
お
い
て
、
変
化
す
る
こ
と
、
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
継
承
継
続
す
る
こ
と
、
し
な
い
こ
と
、
な
ど
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
そ
の
刑
事
政
策
に
お
け
る
歴
史
的
、
あ
る
い
は
、
現
代
的
な
意
義
に
つ
い
て
も
初
歩
的
な
考
察
を
試
み
る
。

中
国
で
は
、
今
日
な
お
孔
子
や
孟
子
、
朱
子
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
思
考
の
継
承
が
あ
る
。
一
方
で
、
時
と
し
て
こ
う
し
た
哲

学
者
が
批
判
に
晒
さ
れ
、
伝
統
的
思
考
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
糾
え
る
縄
の
ご
と
く
出
現
す
る
。
他
方

で
現
代
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
今
や
世
界
の
大
国
と
し
て
の
責
任
が
問
わ
れ
る
中
国
は
、こ
の
百
年
の
間
に
国
際
社
会
の
中
で「
被
害
者
」
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か
ら
「
加
害
者
」
へ
と
そ
の
存
在
が
大
転
換
を
遂
げ
た
と
い
え
よ
う
。

中
国
は
、
辛
亥
革
命
を
へ
て
共
和
国
体
制
と
な
り
、
現
在
は
人
民
共
和
国
と
し
て
、
共
産
党
政
権
下
社
会
主
義
国
家
へ
と
革
命
的
に
政

治
体
制
が
交
替
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
各
時
期
政
権
の
警
察
組
織
機
構
や
刑
法
を
比
較
す
る
と
、
呼
称
の
変
化
は
大
き
い

が
、
内
容
と
し
て
は
革
命
的
な
変
化
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。
政
治
体
制
の
革
命
的
な
変
化
が
あ
っ
て
も
、
中
国
で
は

ま
さ
し
く
「
政
治
体
制
と
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
脱
却
が
見
ら
れ
な
い
中
で
は
、
『
刑
法
学
』
の
『
転
換
』
に
は
決
定
的
な
限
界
」

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

清
末
以
降
の
「
刑
法
」
改
革
と
そ
の
展
開

「
大
清
現
行
刑
律
」
と
「
欽
定
大
清
新
刑
律
」
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
。
こ
の
企
て
は
、
一
九
世
紀
末
の
「
変
法
」
運
動
、
北

清
事
変
直
後
の
「
籌
備
立
憲
」
と
い
っ
た
欧
米
か
ら
の
新
し
い
法
制
度
、
法
概
念
、
法
哲
学
な
ど
を
導
入
す
る
こ
と
で
伝
統
的
な
中
国
法

の
再
編
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
現
行
刑
律
」
は
、
「
大
清
律
例
」
の
最
後
の
改
正
で
あ
っ
た
。
順
治
三
（
一
六
四
六
）
年
五
月
「
大
清
律
例
集
解
附
例
」
の
成
立
に

始
ま
る
伝
統
的
な
清
王
朝
の
「
律
令
」
は
、
乾
隆
五
（
一
七
四
〇
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
「
大
清
律
例
」
律
分
四
三
六
条
、
附
例
一
〇
四
二

条
に
よ
り
、
基
本
的
に
「
清
律
」
の
形
式
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
「
律
分
」
に
つ
い
て
は
如
何
な
る
修
正
も
施
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
た
だ
「
附
例
」
の
み
が
「
五
年
一
小
修
、
十
年
一
大
修
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
北
清
事
変
を
直
截
の
契
機
に
修
正
さ
れ
た

「
現
行
刑
律
」
は
、
「
変
法
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
清
朝
の
最
後
の
企
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
形
式
を
順
守
し
な
が
ら
も
以
下

の
よ
う
に
多
く
の
改
革
を
行
っ（
５
）た。
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第
一
に
、
従
軍
刑
や
配
流
と
い
っ
た
刑
罰
を
「
京
師
習
芸
所
」
送
り
に
す
る
。

第
二
に
、
「
凌
遅
」、
「
梟
首
」、
「
戮
屍
」、
「
刺
字
」
な
ど
の
残
酷
な
刑
罰

を
改
変
す
る
。
第
三
に
、
「
笞
」、
「
杖
」
を
懲
役
あ
る
い
は
罰
金
と
し
、
「
徒

流
」
を
「
贖
銀
」
と
す
る
な
ど
と
し
た
。
第
四
に
、
民
事
と
刑
事
と
を
区
別
し

た
。
第
五
に
、
過
去
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
出
国
、
鉱
山
開
発
、
集
会
結
社
を
不

問
に
付
す
。
第
六
に
、
憲
法
や
人
権
に
悖
る
規
定
の
削
除
。
第
七
に
、
男
女
を

同
一
に
処
罰
す
る
な
ど
で
あ
っ
た
。

一
方
、
「
清
刑
律
」
編
纂
の
責
任
者
で
あ
っ
た
沈
家
本
は
、
そ
の
報
告
の
上

奏
で
、
「
新
刑
律
」
に
は
「
更
定
刑
名
」、
「
酌
減
死
罪
」、
「
死
刑
唯
一
」、

「
刪
除
比
附
」、
「
懲
治
教
育
」
の
五
つ
の
重
要
な
改
正
点
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い（
６
）た。
元
来
、
「
律
令
」
で
は
「
笞
、
杖
、
徒
、
流
、
死
」
の
五
種
類

で
あ
っ
た
「
刑
名
」
を
、
「
死
刑
、
徒
刑
、
拘
留
、
罰
金
」
の
四
種
類
に
改
め

た
。
死
刑
の
方
法
を
絞
首
刑
の
み
に
し（「
死
刑
唯
一
」）、
刑
場
を
非
公
開
に
し

た
こ
と
、
た
だ
「
謀
反
大
逆
及
謀
殺
祖
父
母
父
母
」
は
例
外
と
し
て
「
斬
刑
」

を
科
す
と
し
た
。
「
刪
除
比
附
」
と
し
て
、
類
推
規
定
を
削
除
し
て
「
罪
刑
法

定
主
義
」
を
採
用
し
、
十
六
歳
未
満
の
未
成
年
に
対
し
て
は
教
育
を
主
体
と
し

て
刑
罰
を
科
さ
な
い
こ
と
と
い
う
考
え
方（「
懲
治
教
育
」）を
導
入
し
た
。

一
九
二
八
年
、
国
民
党
南
京
政
府
が
編
纂
し
た
中
華
民
国
刑
法
に
つ
い
て
、

中華民国刑法

中華民国１７（１９２８）年

総則１４章

分則３４章

全３８７条

①罪刑法定主義

②類推禁止

③刑法の不遡及

④反革命処罰

欽定大清新刑律

宣統２（１９１１）年

総則１７章

分則３６章

全３８７条

①罪刑法定主義

②類推禁止

③精神障害者規定

④未成年者規定

大清現行刑律

宣統２（１９１０）年

３０門

律文３８９条

例文１３２７条

①民法と刑法を区分

②酷刑の廃止

③罰金刑

④奴婢刑廃止

公布時期

条文等

特徴
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本
邦
刑
法
学
の
一
泰
斗
は
、
「
支
那
古
来
の
刑
律
の
思
想
を
残

し
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
西
洋
近
世
刑
法
の
組
織
を
採
り
入
れ
た

も
の
で
あ
り
、
直
接
に
は
夙
に
西
洋
近
世
刑
法
の
組
織
を
継
受

し
、
殊
に
近
時
の
刑
事
政
策
的
思
想
の
影
響
の
下
に
成
立
し
た

日
本
刑
法
に
據
れ
る
點
が
多
い
」
と
し
、
伝
統
の
継
承
と
新
し

い
価
値
を
積
極
的
に
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い（
７
）る。

中
華
民
国
刑
法
は
、
一
九
二
八
年
三
月
一
〇
日
に
公
布
さ
れ
、

九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
刑
法
が
成
立
す
る
ま
で
、

中
華
民
国
元
（
一
九
一
二
）
年
三
月
一
〇
日
の
大
総
統
令
で
清

末
の「
新
刑
律
」を
一
部
修
正
し
て「
中
華
民
国
暫
行
新
刑
律
」

と
し
て
施
行
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
「
民
国
三
年
十
二
月
の
暫

行
新
刑
律
補
充
條
例
に
よ
っ
て
若
干
の
補
充
變
更
を
見
た
が
、

本
法
の
施
行
に
至
る
ま
で
十
六
年
の
間
其
の
効
力
を
有
し
た
」

の
で
あ
っ（
８
）た。

「
暫
行
新
刑
律
」
は
、
「
直
接
に
は
日
本
の
舊
刑
法
お
よ
び

同
現
行
刑
法
を
参
考
と
し
て
立
法
さ
れ
、
間
接
に
フ
ラ
ン
ス
刑

法
、
ド
イ
ツ
刑
法
等
の
影
響
を
受
け
」、
「
支
那
古
来
の
刑
律

の
傳
統
的
組
織
を
脱
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

人民共和国刑法②

１９９７年３月１４日改正

総則５章

分則１０章

全４５２条

全ての犯罪行為との闘争で
社会と経済秩序を擁護し社会
主義の建設事業の順調な進展
を保障すること

①罪刑法定主義（第３条）

②微罪不問

③１８歳未満死刑不適用

④国家の安全に対する危害罪

人民共和国刑法①

１９７９年７月６日公布

総則５章

分則８章

全１９２条

マルクス・レーニン主義
毛沢東思想
刑罰で全ての反革命と刑事犯
罪行為に対する闘争

①反革命罪

②微罪不問

③１８歳未満死刑不適用

④類推規定（第７９条）

公布・改正

条文等

指導思想
任務など

特徴
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本
新
刑
律
の
立
法
は
、
「
清
朝
末
期
の
變
法
自
疆
の
運
動
に
端
を
發
し
た
支
那
に
於
け
る
近
世
刑
法
繼
受
の
一
現
象
」
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
孫
文
指
導
下
に
あ
っ
た
国
民
革
命
の
指
導
思
想
で
あ
っ
た
「
三
民
主
義
」
は
、
社
会
革
命
を
目
指
す
政
治
革
命
的
綱
領
で

あ
り
、
「
元
来
支
那
の
傳
統
的
社
會
觀
念
は
一
方
に
於
い
て
團
體
主
義
的
な
點
を
有
し
な
が
ら
國
家
意
識
に
乏
し
く
、
他
方
に
於
い
て
個

人
主
義
的
で
あ
り
な
が
ら
近
世
の
意
味
に
お
け
る
個
人
意
識
を
缺
い
た
」
社
会
の
変
革
を
求
め
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
強
い
伝

統
の
枠
組
み
を
壊
す
孫
文
の
「
国
民
革
命
」
に
よ
っ
て
も
容
易
で
は
な
か
っ（
９
）た。

人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
一
九
四
九
年
の
二
月
、
共
産
党
は
、
「
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
の
国
民
党
の
六
法
全
書
を
廃
棄
し
、
解
放

区
の
司
法
原
則
を
確
定
す
る
こ
と
に
関
す
る
指
示
」
を
出
し
、
中
国
共
産
党
の
政
策
を
法
源
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
法
律
規
範
の
不
備
を

補
っ
た
。
そ
し
て
、
国
民
党
の
六
法
全
書
と
他
の
反
動
的
な
法
律
を
排
除
し
て
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
国
家
観
と
法
律
観
を
養

う
べ
し
と
し
た
。

一
九
五
〇
年
中
央
人
民
政
府
法
制
委
員
会
の
も
と
で
刑
法
典
起
草
の
準
備
工
作
が
始
ま
り
、
一
九
五
〇
年
七
月
二
五
日
に
「
中
華
人
民

共
和
国
刑
法
大
綱
草
案
」
が
、
さ
ら
に
、
一
九
五
四
年
九
月
三
〇
日
に
は
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
指
導
原
則
草
案
（
初
稿
）」が
そ
れ
ぞ

れ
完
成
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
草
案
は
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
全
国
人
民
代

表
大
会
で
憲
法
が
採
択
さ
れ
る
と
、
刑
法
典
の
起
草
活
動
が
正
式
に
始
ま
っ
た
。
一
九
五
六
年
九
月
一
五
日
に
始
ま
っ
た
共
産
党
第
八
期

全
国
代
表
大
会
に
お
い
て
、
ソ
連
型
の
法
制
度
の
整
備
が
決
議
さ
れ
、
一
九
五
七
年
六
月
二
八
日
に
は
刑
法
典
草
案
の
第
二
二
稿
が
完
成

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
起
こ
っ
た
「
反
右
派
闘
争
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
二
二
稿
は
公
布
す
る
こ
と
が
み
お
く
ら
れ
た
。
一
九
六
三
年

一
〇
月
九
日
に
は
、
第
三
三
稿
が
成
っ
た
が
、
翌
年
の
「
四
清
」
運
動
や
六
六
年
か
ら
十
年
間
に
わ
た
っ
た
「
文
化
大
革
命
」
な
ど
の
政

治
的
大
事
件
に
よ
っ
て
政
権
の
安
定
が
急
務
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
法
制
度
の
整
備
な
ど
に
手
が
回
ら
ず
、
共
産
党
の
政
策
を
法
源
と
し
、

さ
ら
に
「
反
革
命
処
罰
条
令
」
や
「
汚
職
処
罰
条
令
」、
「
公
安
管
理
条
例
」
な
ど
の
条
令
で
刑
法
制
度
の
不
備
を
補
う
こ
と
と
な
っ
た
。
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「
文
化
大
革
命
」
終
了
後
の
一
九
七
九
年
三
月
、
刑
法
立
法
活
動
が
再
開
し
、
同
年
五
月
二
九
日
に
第
三
七
稿
が
中
央
政
治
局
に
よ
っ

て
採
択
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
部
修
正
さ
れ
た
第
三
八
稿
が
七
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
五
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
回
会
議
採
択
さ

れ
、
七
月
九
日
に
公
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
（
１０
）
る
。

一
九
七
九
年
の
刑
法
に
は
、
「
反
革
命
罪
」（
第
九
〇
条
）
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
そ
の
政
権
の
転
覆
を
目

的
と
し
、
中
華
人
民
共
和
国
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
行
為
は
、
す
べ
て
反
革
命
罪
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
国
外

の
中
華
人
民
共
和
国
公
民
で
反
革
命
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
も
、
本
法
を
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
（
第
四
条
）。
ま
た
、
「
反

革
命
罪
」
で
は
、
九
カ
条
に
わ
た
っ
て
死
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
反
革
命
罪
」
は
、
そ
も
そ
も
一
九
二
二
年
制
定
の
ロ
シ
ア
共
和
国
刑
法
第
五
七
条
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
政
府
を
転
覆
さ
せ
よ
う

と
す
る
す
べ
て
の
行
為
」
な
い
し
「
国
際
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
助
け
に
な
る
行
為
」
と
規
定
さ
れ
、
一
九
二
六
年
に
改
正
さ
れ
た
刑
法
の

第
五
八
条
に
は
「
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
加
盟
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
政
府
を
転
覆
、
破
壊
ま
た
は
弱
体
化
さ
せ
る
行
為
、

対
外
的
な
安
全
を
脅
か
す
行
為
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
経
済
お
よ
び
政
治
の
成
果
を
破
壊
ま
た
は
弱
体
化
さ
せ
る
行
為
は
反
革
命
と
す

る
」、
さ
ら
に
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
国
際
連
帯
に
鑑
み
、
ソ
ビ
エ
ト
に
加
盟
し
て
い
な
い
他
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
に
対
し
て
も
同
行
為

を
行
っ
た
場
合
に
は
す
べ
て
反
革
命
と
み
な
す
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
ロ
シ
ア
共
和
国
刑
法
第
五
七
条
を
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
る
。

一
九
九
七
年
の
刑
法
で
は
、
「
反
革
命
罪
」
に
代
わ
っ
て
「
危
害
国
家
安
全
罪
」
と
さ
れ
、
規
定
に
よ
れ
ば
「
外
国
と
結
ん
で
、
中
華

人
民
共
和
国
の
主
権
、
領
土
及
び
安
全
に
危
害
を
加
え
る
と
、
無
期
徒
刑
あ
る
い
は
十
年
以
上
の
徒
刑
に
処
す
る
」
と
さ
れ
た
。

九
七
年
の
改
正
は
、
市
場
経
済
導
入
、
人
々
の
権
利
意
識
の
高
ま
り
な
ど
に
よ
っ
て
社
会
経
済
上
で
の
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
こ
れ
ま

で
の
刑
法
で
は
対
処
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
開
放
政
策
に
よ
る
外
国
と
の
関
係
や
動
向
を
よ
り
反
映
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
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と
な
ど
が
原
因
で
あ
っ
た
。

改
正
点
は
、
第
一
に
、
「
反
革
命
罪
」
を
「
危
害
国
家
安
全
罪
」
に
改
め
た
こ
と
、
第
二
に
、
「
本
法
に
明
確
な
規
定
が
な
く
て
も
、

近
似
の
条
文
規
定
に
照
ら
し
て
罪
を
定
め
刑
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一
九
七
九
年
刑
法
の
第
七
九
条
）
と
す
る
類
推
規
定
を
削
除

し
て
、
「
法
律
の
明
文
に
よ
っ
て
犯
罪
行
為
を
規
定
し
、
法
律
に
照
ら
し
て
罪
を
定
め
罪
に
処
す
る
。
法
律
に
明
文
規
定
が
な
け
れ
ば
犯

罪
と
な
ら
な
い
し
、
罪
を
定
め
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
」
と
明
確
に
罪
刑
法
定
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
『
社
会
主
義
経
済
秩
序

を
破
壊
す
る
罪
』
を
「
社
会
主
義
市
場
経
済
を
破
壊
す
る
罪
」
と
改
め
た
こ
と
。
第
四
に
、
「
知
的
財
産
罪
」
や
「
市
場
秩
序
撹
乱
罪
」

な
ど
の
規
定
を
増
加
さ
せ
、条
文
も
一
九
二
ヶ
条（
一
九
七
九
年
）か
ら
四
五
二
カ
条
に
増
加
、さ
ら
に
、死
刑
罪
名
は
、二
八
種（
一
九
七
九

年
）
か
ら
六
八
種
（
一
九
九
七
年
）
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

三

警
察
制
度
の
改
革
と
変
遷

伝
統
的
に
「
国
内
の
治
安
を
保
つ
の
は
警
察
の
仕
事
で
あ
り
、
国
際
的
安
全
保
障
と
は
軍
の
職
分
」
で
あ
っ
た
が
、
近
年
と
み
に
激
し

く
な
る
「
犯
罪
の
謀
議
と
執
行
に
に
お
け
る
国
際
性
」
と
、
拡
大
す
る
「
犯
罪
行
為
の
も
た
ら
す
破
壊
の
規
模
」
は
、
ま
す
ま
す
「
軍
と

警
察
の
分
業
」
を
「
曖
昧
」
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
（
１１
）
る
。

国
際
犯
罪
の
規
模
拡
大
は
、
本
来
無
法
地
帯
と
し
て
の
国
際
社
会
に
「
法
の
執
行
の
時
代
を
迎
え
」、
「
合
法
的
な
暴
力
の
行
使
と
法

の
支
配
が
国
内
社
会
ば
か
り
か
、
国
際
政
治
全
域
に
お
い
て
も
実
現
す
る
時
代
」
と
な
っ
た
今
日
、
「
国
内
政
治
に
お
け
る
警
察
」、
「
国

際
関
係
に
お
け
る
軍
」
と
い
う
役
割
分
担
は
も
は
や
過
去
の
遺
物
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
結
果
、
「
警
察
行
動
と
軍
事
行
動
の
収
斂
」

が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
（
１２
）
る
。
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そ
の
象
徴
と
し
て
、
次
第
に
陰
り
を
み
せ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
な
お
、
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
も
い
う
べ
き
国
際
社
会
に
お

い
て
、
「
権
力
を
掌
握
し
た
政
府
が
秩
序
維
持
や
秩
序
回
復
を
目
的
と
し
て
行
使
さ
れ
る
懲
罰
的
な
強
制
力
、
な
い
し
、
抑
止
力
」
を
発

揮
し
て
ま
る
で
国
内
治
安
活
動
の
延
長
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
活
動
を
ア
メ
リ
カ
は
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
国
際
的
な
治

安
活
動
は
ま
さ
し
く
「
軍
の
警
察
化
」
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

一
方
で
最
近
の
中
国
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
確
保
を
目
的
に
海
軍
力
の
急
激
な
拡
張
を
見
せ
、
西
太
平
洋
、
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
洋
、

ア
フ
リ
カ
方
面
と
国
際
社
会
に
お
い
て
明
朝
の
鄭
和
以
来
と
も
い
う
べ
き
そ
の
力
を
地
球
上
で
唯
一
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に

誇
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
世
界
の
動
向
に
反
し
て
お
り
言
う
な
ら
ば
、
「
警
察
の
軍
化
」
で
あ
り
、
中

国
に
と
っ
て
は
一
つ
の
歴
史
的
な
大
転
換
と
意
義
づ
け
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
一
極
支
配
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

さ
て
、
中
国
は
伝
統
的
に
軍
事
力
と
警
察
力
は
未
分
化
で
あ
り
、
軍
隊
は
国
内
治
安
維
持
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
正
規

軍
で
あ
る
八
旗
は
、
北
京
を
中
心
と
し
て
全
国
に
扇
状
に
配
置
さ
れ
、
北
京
を
防
御
す
る
形
で
配
置
さ
れ
て
い
た
。
緑
営
は
、
明
朝
の
軍

隊
を
改
編
し
た
も
の
で
兵
数
は
約
百
三
十
万
、
八
旗
十
八
万
六
千
余
を
補
佐
す
る
形
で
国
内
治
安
の
要
と
な
っ
た
の
で
あ
（
１３
）
る
。

緑
営
は
本
来「
本
地
土
著
」と
兵
員
は
現
地
出
身
者
を
充
て
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
任
務
で
他
所
に
移
動
す
る
こ
と
は
な
（
１４
）
い
。

十
九
世
紀
半
ば
江
南
を
支
配
下
に
お
い
た
太
平
天
国
に
よ
る
反
乱
に
対
し
て
そ
の
無
能
力
を
露
呈
し
た
清
朝
の
正
規
軍
事
組
織
に
代
わ

っ
て
、
新
た
に
反
乱
鎮
圧
の
重
責
を
担
っ
た
の
が
「
郷
勇
」（
こ
れ
も
伝
統
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
地
域
治
安
組
織
）
で
あ
っ
た
。
彼
ら

は
、
洋
式
武
装
化
さ
れ
、
漢
人
有
力
政
治
家
の
「
暴
力
装
置
」
と
し
て
政
治
的
私
財
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
帝
国
防
衛
の
前
衛
を
担
う

ま
で
に
至
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
清
戦
争
に
敗
北
す
る
と
、
新
た
な
軍
隊
も
再
び
国
内
統
一
と
治
安
維
持
を
主
要
な
役
割
と
し
た
。
そ
し
て
、
日
中
戦
争

で
は
「
国
際
的
な
安
全
保
障
」
と
い
う
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
政
治
的
統
一
や
「
革
命
」、
治
安
維
持
と
い
う
国
内
問
題
処
理
な
ど
の
主
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要
な
役
割
を
演
じ
た
。

一
方
で
、
共
産
党
の
軍
隊
で
あ
っ
た
「
紅
軍
」
は
、
「
人
民
解
放
軍
」
と
呼
称
を
改
め
ら
れ
、
人
民
共
和
国
成
立
の
原
動
力
と
し
て
国

共
内
戦
を
勝
利
に
導
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
人
民
解
放
軍
」
も
、
朝
鮮
戦
争
へ
義
勇
軍
を
派
遣
し
、
中
ソ
国
境
紛
争
、
中
越
紛
争
な
ど

「
国
際
的
な
安
全
保
障
」
に
関
わ
り
つ
つ
も
、
国
内
の
革
命
遂
行
と
国
内
治
安
維
持
を
主
要
は
任
務
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
演
じ
た
の
で

あ
っ
た
。

中
国
人
の
眼
に
と
ま
っ
た
初
期
の
西
洋
の
警
察
制
度
は
、
上
海
租
界
の
工
部
局
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
工
部
局
「
巡
捕
房
」

に
は
、
西
洋
人
と
中
国
人
の
「
巡
捕
」
が
同
数
配
置
さ
れ
、
西
洋
人
は
サ
ー
ベ
ル
を
、
中
国
人
は
棍
棒
を
携
え
て
勤
務
し
て
い
（
１５
）
た
。
さ
ら

に
、
「
会
捕
房
」
で
は
盗
賊
を
集
め
て
密
偵
と
し
て
使
っ
て
い
た
と
い
（
１６
）
う
。

「
夷
務
」
か
ら
「
洋
務
」
へ
と
変
化
す
る
中
で
、
中
国
人
の
視
点
が
百
八
十
度
変
わ
っ
た
同
治
年
間
に
、
上
海
在
住
の
知
識
人
は
、
目

の
当
た
り
に
す
る
西
欧
制
度
を
興
味
深
い
も
の
と
し
て
、
実
に
素
朴
な
気
持
ち
で
監
察
し
た
こ
と
を
多
く
の
「
文
集
」
な
ど
の
記
録
に
表

現
し
（
１７
）
た
。

西
欧
式
の
警
察
制
度
が
実
際
に
中
国
に
導
入
さ
れ
る
の
は
、
「
戊
戌
変
法
」（
一
八
九
八
年
）
時
で
あ
っ
て
、
「
洋
務
」
開
始
か
ら
な

お
四
十
年
近
く
の
歳
月
を
要
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
西
欧
式
の
警
察
制
度
に
つ
い
て
の
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
た
（
１８
）
が
、
本
制
度

の
導
入
は
こ
の
時
期
最
も
「
変
法
」
論
の
喧
し
か
っ
た
湖
南
省
で
試
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
光
緒
二
十
四
年
六
月
（
一
八
九
八
年
七
月
）

に
設
立
さ
れ
た
「
湖
南
保
衛
局
」
だ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
「
百
日
維
新
」
の
終
結
と
と
も
に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
（
１９
）
た
。

「
湖
南
保
衛
局
」
の
設
立
に
は
、
黄
遵
憲
が
按
察
使
と
し
て
関
わ
り
、
日
本
で
の
経
験
を
生
か
し
て
、
日
本
で
実
施
さ
れ
て
い
る
新
し

い
警
察
制
度
の
導
入
を
図
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
は
伝
統
的
な
「
差
役
」
で
あ
る
「
賎
役
」
と
異
な
っ
て
、
「
良
民
」
を
募
集
し
（
２０
）
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
折
角
の
新
し
い
試
み
で
あ
っ
た
「
保
衛
局
」
も
戊
戌
の
変
法
が
失
敗
す
る
と
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
の
後
、
光
緒
二
十
八
年
七
月
（
一
九
〇
二
年
八
月
）
に
天
津
で
袁
世
凱
に
よ
る
「
北
洋
警
察
」
が
整
備
さ (

２１)れ
、
さ
ら
に
、
「
巡
警
」

設
置
で
改
革
の
進
ん
で
い
た
四
川
省
成
都
に
「
警
察
総
局
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
光
緒
二
十
九
年
四
月
初
一
日
（
一
九
〇
三
年
）
こ
と
で

あ
っ
（
２２
）
た
。

中
国
に
お
け
る
西
欧
式
警
察
の
創
設
は
、
光
緒
二
十
六
年
十
月
十
日
（
一
九
〇
〇
年
一
二
月
一
日
）
に
清
朝
が
内
外
政
、
民
生
、
科
挙
、

軍
事
な
ど
に
つ
い
て
広
く
意
見
を
求
め
る
上
諭
を
発
し
、
そ
の
結
果
、
光
緒
二
十
七
年
か
ら
同
三
十
一
年
に
か
け
て
（
一
九
〇
一
か
ら

一
九
〇
五
年
に
か
け
て
）、
政
治
機
構
の
改
革
、
新
式
軍
隊
の
編
成
、
科
挙
の
廃
止
、
新
し
い
学
制
と
学
校
の
普
及
、
商
業
の
振
興
、
実

業
の
奨
励
な
ど
が
重
点
的
に
取
り
組
み
始
め
ら
れ
て
か
ら
で
あ
っ
（
２３
）
た
。

袁
世
凱
が
、
天
津
で
西
洋
式
の
警
察
制
度
を
導
入
し
て
、
北
洋
警
察
を
創
立
し
た
光
緒
三
十
一
年
七
月
（
一
九
〇
五
年
八
月
）
に
、
清

朝
政
府
は
「
巡
警
部
」
を
創
設
す
る
と
、
各
省
に
命
じ
て
袁
世
凱
の
北
洋
警
察
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
巡
警
」
を
設
け
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

翌
年
、
「
緑
営
」
を
解
散
さ
せ
「
巡
警
」
と
し
て
再
組
織
し
（
２４
）
た
。
翌
年
九
月
二
十
日
（
一
一
月
六
日
）
の
「
釐
定
官
制
諭
」
が
宣
布
さ
れ
、

官
制
改
革
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
、
「
巡
警
部
」
は
、
「
巡
警
は
民
生
の
一
端
な
り
」
と
し
て
「
民
生
部
」
に
改
め
ら
れ
（
２５
）
た
。

「
巡
警
」
設
置
に
お
い
て
は
、
治
安
維
持
が
最
も
期
待
さ
れ
た
。
地
方
に
お
い
て
直
隷
の
天
津
、
保
定
や
奉
天
、
四
川
、
広
東
な
ど
の

各
省
の
都
市
部
に
お
い
て
そ
の
設
置
は
、
見
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
形
は
で
き
た
も
の
の
実
を
伴
う
に
至
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
地
域
差
が
あ
り
、
な
か
な
か
計
画
的
に
統
一
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
各
省
で
は
、
府
以
下
郷
鎮
に
至
る
ま
で
各
々

巡
警
を
創
設
し
た
が
、
「
保
甲
」
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
設
置
し
た
り
、
「
団
営
、
巡
勇
、
郷
勇
（
そ
れ
ぞ
れ
地
方
の
自
警
団
）」

を
改
名
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
「
緑
営
」
を
改
編
し
た
り
、
郷
鎮
の
「
巡
夫
人
」
を
当
て
た
り
一
様
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
質
の

劣
悪
な
点
で
は
変
化
は
な
く
、
「
久
し
く
民
の
患
」
と
な
っ
（
２６
）
た
。

「
巡
警
」
が
設
置
さ
れ
中
国
に
お
け
る
警
察
制
度
の
改
革
が
漸
く
開
始
さ
れ
た
と
き
、
中
国
に
あ
っ
て
は
、
司
法
と
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
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に
分
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
牧
民
官
」
た
る
知
県
、
知
州
が
担
っ
て
い
た
裁

判
権
は
な
お
継
続
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
天
津
に
お
け
る
巡
警
の
活
動
は
、
知

県
に
よ
る
初
審
の
原
則
を
ゆ
る
が
す
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

巡
警
組
織
が
自
ら
裁
き
を
行
い
は
じ
め
（
２７
）
た
」
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

光
緒
三
十
二
年
九
月
二
十
日
（
一
九
〇
六
年
一
一
月
六
日
）、
「
巡
警
部
」
か

ら「
民
政
部
」へ
の
組
織
改
編
は
、
そ
れ
ま
で
巡
警
部
が
職
掌
し
て
い
た
業
務（
警

政
、
警
法
、
警
保
、
警
務
、
警
学
の
各
司
、
内
外
城
巡
警
総
庁
、
高
等
巡
警
学
堂
、

京
師
習
芸
所
、
路
工
局
、
消
防
隊
、
探
訪
隊
、
稽
査
処
）
を
拡
大
さ
せ
、
旧
来
六

部
で
あ
っ
た
戸
部
、
工
部
、
礼
部
、
吏
部
を
併
せ
た
業
務
を
担
当
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
警
察
関
係
の
行
政
は
、
警
政
司
と
高
等
巡
警
学
堂
、
内
外

城
巡
警
総
庁
に
特
化
さ
せ
た
。

巡
警
部
の
職
責
は
、
単
純
な
が
ら
、
全
国
の
治
安
行
政
を
主
管
す
る
中
枢
で
あ

り
、
中
国
近
代
史
上
唯
一
の
警
察
行
政
を
専
門
的
に
職
責
と
す
る
中
央
機
関
で
あ

っ
（
２８
）
た
。
民
生
部
に
は
、
衛
生
、
営
繕
、
疆
理
、
警
政
、
民
治
の
各
司
、
参
議
と
承

政
の
両
庁
、
高
等
巡
警
学
堂
、
消
防
隊
、
路
工
処
、
京
師
習
芸
所
、
内
外
城
予
審

庁
、
内
外
巡
警
総
庁
が
下
部
組
織
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を
担
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

清朝政府巡警部組織図
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辛
亥
革
命
を
経
て
、

一
九
一
二
年
一
月
一
日

に
成
立
し
た
中
華
民
国

臨
時
政
府
（
南
京
臨
時

政
府
）
は
、
警
察
業
務

を
総
覧
す
る
機
関
と
し

て
、
内
務
部
を
設
け
た
。

内
務
部
は
、
警
察
、
衛

生
、
宗
教
、
礼
俗
、
戸

籍
、
土
地
、
水
利
工
事

な
ど
の
行
政
業
務
、
地

方
官
の
監
督
を
職
掌
し

た
。
具
体
的
な
組
織
と

し
て
、
警
務
局
、
民
治

局
、
土
木
局
、
礼
教
局
、

衛
生
局
、
疆
理
局
、
禁
煙
公
所
な
ど
の
下
部
組
織
を
管
轄
し
た
。

警
察
行
政
を
管
理
す
る
機
構
は
、
警
務
局
で
あ
り
、
そ
れ
は
消
防
も
含
ん
だ
警
察
業
務
、
警
察
官
教
育
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
。

袁
世
凱
が
組
織
し
た
北
洋
政
府
は
、
警
察
行
政
を
内
務
部
の
管
轄
下
に
置
い
た
。
同
政
府
の
内
務
部
は
、
清
朝
末
期
に
置
か
れ
た
民
生

清朝政府民生部組織図

南京臨時政府内務部組織図

北洋政府内務部組織図
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部
と
よ
く
似
て
お
り
、
内
務
部
に
は
総
務
庁
以
下
民
治
、
職
方
、
土
木
、
礼
俗
、
衛
生
、
警
政
の

各
司
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

北
伐
を
経
て
成
立
し
た
南
京
国
民
政
府
は
、
一
九
二
八
年
三
月
三
〇
日
「
国
民
政
府
内
政
部
組

織
法
」
を
公
布
し
、
国
民
政
府
直
属
の
機
関
と
し
て
内
政
部
を
設
立
し
た
。
北
洋
政
府
の
内
務
部

を
改
め
た
国
民
政
府
の
内
政
部
は
、
全
国
の
警
察
業
務
を
統
括
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

人
民
共
和
国
の
警
察
組
織
は
、
国
務
院
の
組
織
で
あ
る
公
安
部
が
統
轄
し
た
。
同
部
は
、
各
省

以
下
の
地
方
行
政
区
に
設
置
さ
れ
た
公
安
庁
や
公
安
局
を
管
理
す
る
。
そ
の
職
掌
す
る
業
務
は
、

刑
事
、
交
通
、
薬
物
、
戸
籍
管
理
、
消
防
、
拘
置
所
管
理
、
軽
微
な
民
事
仲
裁
な
ど
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
七
月
六
日
、
中
共
中
央
革
命
軍
事
委
員
会
は
、
軍
事
委
員
会
の
管
轄
下
に
公
安
部

を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
公
安
部
長
は
、
羅
瑞
卿
と
な
っ
（
２９
）
た
。
組
織
は
、
六
局
一
庁
（
政

治
保
衛
、
経
済
保
衛
、
辺
防
、
武
装
、
治
安
行
政
、
人
事
お
よ
び
弁
公
庁
で
あ
っ
た
）
を
予
定
し

て
、
必
要
な
人
員
は
、
第
一
か
ら
第
四
の
野
戦
軍
の
中
か
ら
選
任
し
、
軍
級
の
政
治
幹
部
を
各
局

長
に
据
え
た
。
一
〇
月
一
九
日
、
中
央
人
民
政
府
は
、
羅
瑞
卿
を
中
央
人
民
政
府
公
安
部
長
に
任
命
し
た
。
公
安
部
は
、
一
一
月
一
日
か

ら
正
式
に
業
務
を
始
め
た
。
公
安
部
が
人
民
政
府
の
も
と
で
正
式
に
発
足
す
る
と
、
予
定
通
り
の
六
局
一
庁
に
公
安
幹
部
学
校
、
新
生
公

学
お
よ
び
監
獄
を
加
え
、
そ
れ
ら
を
管
轄
と
し
た
。

一
九
四
九
年
八
月
に
中
央
軍
事
委
員
会
公
安
部
が
設
立
さ
れ
る
と
、
中
央
軍
事
委
員
会
は
同
時
に
人
民
公
安
部
隊
の
樹
立
を
批
准
し
た
。

部
隊
は
、
設
立
さ
れ
た
当
初
各
地
に
分
散
配
備
さ
れ
、
統
一
し
た
指
揮
命
令
系
統
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
一
九
五
〇
年
こ
ろ
か
ら
編
成

の
統
一
が
行
わ
れ
、
五
二
年
に
「
人
民
解
放
軍
公
安
部
隊
」、
一
九
五
五
年
に
「
人
民
解
放
軍
公
安
軍
」
へ
と
改
称
さ
れ
た
。

南京政府内政部組織略図
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人
民
武
装
警
察
部
隊
は
、
一

九
八
二
年
四
月
に
人
民
解
放
軍

の
人
員
削
減
を
名
目
に
し
て
で

き
た
組
織
で
あ
る
。
兵
員
は
、

兵
役
法
に
基
づ
い
て
徴
兵
さ
れ
、

志
願
し
た
者
で
あ
る
。
職
掌
は
、

建
物
、
水
利
施
設
、
金
鉱
、
森

林
な
ど
重
要
な
国
家
施
設
の
警

備
、
対
テ
ロ
対
策
や
大
規
模
な

デ
モ
な
ど
に
対
処
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
軍
の
一
部
門
と
し
て

重
武
装
で
あ
る
こ
と
か
ら
人
民

警
察
で
は
対
処
で
き
な
い
事
態

に
対
応
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ジ

ャ
ン
ダ
リ
ム
リ
（
国
家
憲
兵

隊
）
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
警
察
軍

に
似
た
組
織
と
言
え
よ
う
。

公
安
部
「
人
民
警
察
」
は
、

人民共和国公安部組織図

中華人民共和国人民武装警察部隊組織図
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人
民
解
放
軍
の
補
助
任
務
や
後
方
兵
站
任
務
を
担
っ
て
い
た
部
隊
が
、
人
民
共
和
国
成
立
後
の
一
九
四
九
年
一
二
月
に
、
「
人
民
公
安
部

隊
」
と
し
て
組
織
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
「
人
民
公
安
部
隊
」
と
は
、
一
九
五
二
年
に
「
人
民
解
放
軍
公
安
部
隊
」、
五
五
年
に
「
人

民
解
放
軍
公
安
軍
」、
五
八
年
に
「
人
民
武
装
警
察
」、
六
三
年
「
人
民
公
安
部
隊
」
と
そ
れ
ぞ
れ
改
称
さ
れ
た
が
、
一
九
六
六
年
に
「
文

化
大
革
命
」
が
始
ま
る
と
と
も
に
再
び
「
人
民
解
放
軍
」
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
っ
（
３０
）
た
。

四

ま
と
め

清
末
以
降
の
中
国
は
、
新
し
い
「
西
欧
化
」
さ
れ
た
刑
法
、
警
察
組
織
、
す
な
わ
ち
「
西
法
」
の
導
入
に
よ
っ
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ

ク
タ
ー
の
縮
小
な
い
し
消
滅
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
。
法
や
行
政
組
織
の
厳
密
、
緻
密
化
に
よ
る
支
配
の
徹
底
を
図
る
こ

と
が
そ
れ
で
あ
り
、
例
え
ば
「
現
行
刑
律
」
に
始
ま
る
「
民
事
」「
刑
事
」
の
区
分
は
、
規
定
の
明
確
化
と
厳
密
化
に
よ
っ
て
「
公
」
と

「
私
」
と
も
例
外
な
く
法
の
管
理
下
に
置
く
と
い
う
こ
と
に
求
め
た
こ
と
に
現
れ
て
い
よ
う
。
清
末
か
ら
民
国
へ
の
転
換
は
、
王
朝
か
ら

共
和
国
へ
の
交
替
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
「
外
つ
国
」
を
認
め
る
こ
と
で
「
天
下
」
意
識
か
ら
「
国
家
」
意
識
へ
の
大
転

換
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
公
権
力
の
法
に
よ
る
支
配
の
よ
り
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
罪
刑

法
定
主
義
」
は
、
清
末
の
「
新
刑
律
」
以
来
、
西
欧
の
近
代
刑
法
を
導
入
す
る
な
か
で
、
犯
罪
の
明
確
化
が
各
刑
法
の
基
本
的
な
姿
勢
と

な
る
に
従
っ
て
の
必
然
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
共
産
党
政
権
下
に
お
け
る
最
初
の
刑
法
で
は
、
「
反
革
命
罪
」
規
定
を
設
け
、
「
類
推
規
定
」
を
設
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、

共
産
党
政
権
の
先
駆
者
で
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
農
民
」
刑
法
の
導
入
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
天
下
」
意

識
へ
の
回
帰
と
言
え
ば
語
弊
が
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
な
ら
、
一
九
九
七
年
改
正
刑
法
は
、
「
反
革
命
罪
」
に
代
わ
っ
て
「
危
害
国
家
安



69 清末以降の刑事政策に関する初歩的考察

全
罪
」
規
定
と
な
っ
た
が
、
ま
さ
し
く
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル（「
天
下
」）か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル（「
国
家
」）へ
の
大
転
換
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。一

方
で
警
察
組
織
機
構
は
、
伝
統
中
国
に
置
い
て
は
行
政
全
般
を
意
味
す
る
組
織
と
し
て
今
日
の
よ
う
な
先
進
国
で
み
ら
れ
る
「
行
政

警
察
」、
「
司
法
警
察
」、
「
公
安
警
察
」
に
特
化
し
た
固
有
組
織
と
し
て
独
立
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

清
朝
が
倒
れ
て
以
降
の
共
和
制
の
も
と
で
は
、
内
務
部
や
内
政
部
管
轄
下
の
組
織
と
し
て
よ
り
特
化
し
た
形
で
組
織
化
さ
れ
た
。

人
民
共
和
国
に
お
い
て
国
内
治
安
を
担
当
す
る
警
察
組
織
は
、
「
人
民
解
放
軍
」
か
ら
分
離
す
る
形
で
成
立
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

が
、
本
邦
に
お
け
る
警
察
組
織
に
比
べ
て
、
例
え
ば
「
消
防
」、
「
出
入
国
管
理
」、
「
戸
籍
管
理
」、
「
麻
薬
更
生
施
設
」
を
管
轄
し
、

ま
た
、
軽
微
な
民
事
紛
争
を
調
停
す
る
な
ど
そ
の
職
責
は
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
曖
昧
な
部
分
を
も
残
す
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
単
に
国
情
の
違
い
と
理
解
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
注
）

（
１
）
高
漢
成
「
中
国
第
一
部
近
代
刑
法
典

『
欽
定
大
清
刑
律
』」中
国
社
会
科
学
院
中
国
法
学
網
二
〇
一
一
年
四
月
一
三
日
。

（
２
）
「
江
楚
會
奏
変
法
三
折
」
と
呼
ば
れ
る
「
変
通
政
治
人
才
為
先
遵
旨
籌
議
折
」、
「
遵
旨
籌
議
変
法
謹
擬
整
頓
中
法
十
二
条
折
」、
「
遵
旨
籌
議
変

法
謹
擬
採
用
西
法
十
一
条
折
」
の
上
奏
。

（
３
）
沈
家
本
「
刪
除
律
例
内
重
法
摺
」「
寄

文
存
巻
一
奏
議
」『
歴
代
刑
法
考

四
』
中
華
書
局

p2023

。

（
４
）
注
１
に
同
じ
。

（
５
）
高
漢
成
、
李
琳
「
清
末
刑
法
改
革
述
略
」『
中
国
法
学
網
』http;//w

w
w
.iolow

.org.cn/show
article

。
『
清
史
稿
』「
刑
法
志
」
一
。
「
清
律
」
は
、

同
治
九
年
に
「
律
文
」
四
三
六
条
、
「
例
文
」
一
八
九
二
条
と
な
っ
て
以
来
改
正
は
な
し
。
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（
６
）
沈
家
本
の
「
為
刑
律
草
案
告
成
分
期
繕
具
清
単
恭
呈
御
覧
並
敬
陳
修
訂
大
旨
」。
ま
た
、
「
連
座
制
」
や
「
入
墨
」
を
廃
止
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

十
二
歳
未
満
の
行
為
や
「
精
神
病
人
之
行
為
」
を
犯
罪
と
し
な
か
っ
た
。
『
清
史
稿
』「
刑
法
志
」
一
。

（
７
）
小
野
清
一
郎
『
中
華
民
国
刑
法
』
中
華
民
国
法
制
研
究
会

昭
和
八
年
四
月

凡
例

p8

。

（
８
）
注
７
前
掲
書
「
序
論
」p1

。

（
９
）
注
７
に
同
じ

（
１０
）
趙
秉
志
「
当
代
中
国
刑
法
体
系
的
形
成
与
完
善
経
歴
三
個
主
要
階
段
」『
法
制
網
』
二
〇
一
一
年
三
月
二
日http;;//w

w
w
.legaldaily.com

.cn/direct

。

趙
秉
志
、
王
俊
平
「
改
革
開
放
三
十
年
的
我
国
刑
法
成
立
」『
中
国
法
学
網
』http;//w

w
w
.iolow

.org.cn/show
N
ew
s.asp

。

（
１１
）
藤
原
帰
一
「
軍
と
警
察

冷
静
後
世
界
秩
序
に
お
け
る
国
内
治
安
と
対
外
安
全
保
障
の
収
斂
」
山
口
厚
ほ
か
編
『
融
け
る
境

越
え
る
法

安
全

保
障
と
国
際
犯
罪
』
東
大
出
版
会
二
〇
〇
五
年

p27

。

（
１２
）
注
１１
と
同
じ
資
料
で
、

pp.28−
9

。

（
１３
）
注
１２
と
同
じ
。

（
１４
）
羅
爾
綱
『
緑
営
兵
志
』
中
華
書
局

一
九
八
四
年

p2,35

。

（
１５
）
伝
統
中
国
に
お
い
て
、
今
日
的
な
意
味
に
お
い
て
の
行
政
組
織
の
中
で
独
立
し
て
機
能
す
る
警
察
組
織
は
な
か
っ
た
。
犯
罪
者
の
捜
査
や
逮
捕
、

治
安
維
持
と
い
う
警
察
活
動
に
は
多
く
の
行
政
、
軍
事
組
織
が
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
旗
や
緑
営
に
加
え
て
隣
保
組
織
で
あ
っ
た
「
保
甲
」
は
そ

の
主
要
な
活
動
が
治
安
維
持
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
参
照
『
清
国
行
政
法
』
第
一
巻
下
「
第
二
章
警
察
」p120.

（
１６
）
葛
元
煦
『
滬
游
雑
記
』
光
緒
二
年
十
一
月

第
一
巻

工
部
局

巡
捕
房

巡
捕
。
葛
元
煦
は
、
上
海
に
十
五
年
間
居
住
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら

ほ
ぼ
同
治
時
代
（
一
八
六
二
年
〜
一
八
七
四
年
）
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
１７
）
注
１６

（
１８
）
「
會
捕
局
専
司
訪
輯
租
界
内
盗
賊
募
用
。
暗
査
密
訪
之
人
、
以
通
線
索
名
線
勇
、
與
捕
快
無
異
。
局
創
自
同
治
初
年
、
由
道
委
員
辨
理
頗
著
勞
績
」

注
１６
『
滬
游
雑
記
』
會
捕
局
。
「
與
捕
快
無
異
」
と
言
う
が
、
「
警
跡
人
」
の
類
か
。
大
清
律
例
の
注
釈
書
で
あ
る
薛
允
升
『
讀
例
存
疑
』
五
十
四

巻

光
緒
三
十
一
年
京
師
刊
本
「
刑
律
之
七

賊
盗
下
之
二
」
に
「
凡
盗
賊
曾
經
刺
字
者
、
俱
發
原
籍
、
収
充
（
警
）
跡
」
と
あ
る
。

（
１９
）
何
啓
と
胡
礼
垣
と
の
『
中
国
宜
改
良
新
政
論
議
』（
一
八
九
五
年
）、
鄭
観
應
『
盛
世
危
言
』（
一
八
九
五
年
）、
陳
熾
『
庸
書
』（
一
八
九
六
年
）

ら
の
議
論
。
韓
延
龍
、
蘇
亦
工
『
中
国
近
代
警
察
史
』
上

pp5−
12

参
照
。

（
２０
）
韓
延
龍
、
蘇
亦
工
編
『
近
代
警
察
史
』pp24−

47

。

（
２１
）
伝
統
的
に
警
察
活
動
を
担
う
「
差
役
」
は
「
賎
役
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
従
事
す
る
「
賎
民
」
は
、
「
隷
卒
」
と
し
て
「
馬
快
」、
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「
歩
快
」、
「
小
馬
」、
「
禁
卒
」、
「
門
子
」、
「
弓
兵
」、
「
仠
作
」、
「
巡
捕
営
番
役
」
な
ど
の
各
労
役
に
任
じ
た
。
「
馬
快
」、
「
歩
快
」、
「
小

馬
」
は
犯
罪
者
の
逮
捕
、
「
禁
卒
」
は
看
守
、
「
門
子
」、
「
弓
兵
」
は
門
衛
、
「

作
」
は
変
死
体
の
検
視
、
「
巡
捕
営
番
役
」
は
「
巡
捕
営
」

の
門
番
な
ど
で
あ
る
。
『
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
第
一
部
報
告

清
国
行
政
法
（
影
印
）』大
安

第
一
巻
下

一
九
六
五
年
一
〇
月

p106

参
照
。

（
２２
）
尤
志
安
『
清
末
刑
事
司
法
改
革
研
究‐

以
中
国
刑
事
訴
訟
制
度
近
代
化
為
視
角
』
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社

二
〇
〇
四
年
八
月

pp.51−
2

。

吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代

清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合
』pp.164−

5

。
「
奏
擬
保
定
警
務
総
局
章
程
摺
（
光
緒
二
十
八
年
七
月

五
日
）」国
立
故
宮
博
物
院
故
宮
文
献
編
輯
委
員
会
編
『
袁
世
凱
奏
摺
専
輯
』
広
文
書
局
一
九
七
〇
年

pp.643−
4

。
袁
世
凱
は
、
「
巡
警
」
召
募
に

際
し
て
「
保
甲
」
に
つ
い
て
弊
害
が
多
い
こ
と
、
人
員
不
足
で
あ
る
こ
と
、
民
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
た
。
袁
世
凱
は
、
保
定

に
「
警
務
局
」
を
設
け
「
巡
警
（
警
察
官
）」三
千
人
を
召
募
し
た
こ
と
、
併
せ
て
警
察
官
を
養
成
す
る
た
め
の
「
警
務
学
堂
（
警
察
学
校
）」を
設
立

し
て
い
た
。

（
２３
）
「
晩
清
成
都
警
察
史
」『
成
都
志
通
訊
』
一
九
八
七
年
第
四
期
。

（
２４
）
尤
志
安
『
清
末
刑
事
司
法
改
革
研
究
』pp.51−
2

。

（
２５
）
尤
志
安
『
清
末
刑
事
司
法
改
革
研
究
』pp.52−

3

。
「
巡
警
部
」
に
は
、
兵
部
左
侍
郎
徐
世
昌
を
巡
警
部
尚
書
と
し
た
。

（
２６
）
尤
志
安
『
清
末
刑
事
司
法
改
革
研
究
』p56

。

（
２７
）
尤
志
安
『
清
末
刑
事
司
法
改
革
研
究
』pp.53−

4

。

（
２８
）
吉
澤
誠
一
郎
前
掲
書

pp.174−
5

。

（
２９
）
韓
、
蘇
『
中
国
近
代
警
察
史
』
上

p324

。

（
３０
）
王
仲
方
「
公
安
部
是
怎

成
立
的
」
公
安
部

二
〇
〇
八
年
一
月
八
日
。

（
３１
）
「
新
中
国
成
立
六
〇
年
武
警
部
隊
二
一
五
四
七
名
烈
士
為
国
捐
躯
」『
新
華
網
』
二
〇
一
一
年
七
月
二
七
日
。


